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家族法制部会第 5 回会議 

アメリカ合衆国の共同監護について 

 

2021/7/27 関西学院大学 山口亮子 

0. アメリカ合衆国の子をめぐる概要 

 アメリカ国勢調査によると、2020 年の推計人口は約 3 億 3300 万人、未成年者数は約

7300 万人。未婚で子が出生する割合は 40％。婚姻数に対する離婚数は約 50％、毎年約

100 万人以上の子が親の離婚を経験している。再婚率は約 70％。18 歳未満の子が両親

と同居している割合は 70.4％、母子家庭は 21％、父子家庭は 4.5％、親戚その他は 4.1％。 

 婚姻の有無に拘わらず、血縁上の親には原則として親の権利（parental rights）があ

り、子に対する扶養義務がある。親は子の養育に関して監護権（custody）をもつ1。 

  

1. 離婚後の親権・監護権制度に関して、現行制度の導入背景や変遷 

①共同監護法成立の背景 

・ 離婚法の改革（1960～）： 有責主義から破綻主義へ移行して離婚数が上昇。 

・ 婚姻・同居中の共同養育（1970～）： 父親の子育て、母親の仕事継続による家

族観・ジェンダー観の変化。 

・ 離婚後の父親の権利思潮（1970～）： 母親優先の原則への反発。 

・ 単独監護制度の限界（1970～）： 勝敗を作らない監護形態へ。子に対する責任

の共有。離婚後の親の新生活。 

・ 社会科学調査（1970～）： 離婚後の親子の交流と子の利益の調査。 

・ 共同監護法の成立（1979～）： カリフォルニア州共同監護法（joint legal 

custody/joint physical custody）を皮切りに、ほぼ全州で立法化。 

・ 共同監護から養育計画（parenting plan）へ（1990～）： 両親が別居・離婚時

に協議で個別具体的に子に関する養育計画書を作成して裁判所へ提出し、それ

が裁判所命令となる。 

 

②共同監護法の種類（裁判規範） 

・ 州の政策： 頻繁かつ継続した親子の交流を促進することを州の方針とする。 

・ 推定則規定： 親の合意があれば共同監護は子の最善の利益に適うと推定する。 

・ 強行的規定： 共同監護が子に有害でない限り共同監護を付与する。 

・ 選択的規定： 子の最善の利益判断に従って監護形態を決定する。 

 

1 山口亮子『日米親権法の比較研究』（日本加除出版、2020 年）参照。 
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2. 共同監護の現状 

①共同監護（joint legal custody/joint physical custody）の状況 

1989 年カリフォルニア州： 共同法的監護 75.6％、共同身上監護 20.2％ 

1998 年ウィスコンシン州： 1:1～1:3 の共同身上監護８％ 

2002 年ノースカロライナ州： 共同法的監護 69.7%、共同身上監護 16.7% 

2002 年アリゾナ州： 1:3～1:4 の共同身上監護 27％、1:1～1:2 の共同身上監護 15％ 

2007 年ネブラスカ州ダグラス郡： 共同法的監護 53%、共同身上監護 17% 

2007 年ウィスコンシン州： 1:1 の共同身上監護 27％、1:3 の共同身上監護 18％ 

2008 年ワシントン州： 1:2 以上の共同身上監護 50％ 

 

②共同監護の評価2 

・ 子への調査： 共同身上監護を経験している子たちの方が単独監護の子たちよ

り、精神的、行動的、心理的、身体的健康が優れている。父母の高葛藤に拘わら

ず、別居父宅への宿泊日数が長いほど、子は父と良い関係を保っている。2 つの

家は面倒だが両親と親密な関係を維持するための価値はあると答えている。 

・ 母への調査： 共同監護と単独監護において、子の心身の健康状態に変わりはな

い。母の精神的不安、父母の高葛藤と子の精神状態には関連性がある。 

・ 裁判官への調査： インディアナ州での 1998 年と 2011 年の調査では、あらゆ

る年代の子に共同監護がふさわしいと考える割合が増加した。87％の裁判官は、

両親が合意していなくとも共同法的監護を付与したいと答えている。 

・ 総合： 多くの子は別居親と頻繁に会いたいと思っており、交流の頻度と親の紛

争状態が、子の幸福感と関連している。高葛藤両親のカウンセリング後に、共同

身上監護の子たちは単独監護の子たちよりストレス、不安、問題行動が少なくな

っている。乳幼児期でも共同身上監護は悪い結果は出ていない。あらゆる年代で

共同身上監護は子にとって良い結果を得ている。ただし、父の暴力があると、子

と良い関係性は築けていない。 

   

③共同監護の実現を支えているもの 

・ 州の方針： 婚姻外でも子は両親と頻繁かつ継続して交流すること、両親から養

育を受けることが子の最善の利益であると推定する州法の存在☞行為規範とな

 

2 Linda Nielsen, Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children, 55 

Journal of Divorce & Remarriage 613 (2014); Julie E. Aris & Andrew V. Krebs, Family Law and 

Social Change: Judicial Views of Joint Custody 1998-2011, 40 Law & Social Inquiry 723 (2015). 



3 

 

り、親は共同監護を前提として婚姻外の養育計画を立てる。共同監護を達成する

ために社会資源が整えられていく。 

・ 養育計画書： 一律的な共同監護ではなく、養育計画書の作成により、両親は個

別具体的に子に関する法的決定権の所在と子と過ごす時間を計画する。意見の

対立、不履行が生じた場合の解決方法もあらかじめ取り決めておく。 

・ 子の親との関係性の重視： 裁判所は、親の合意がない場合も、子と両親それぞ

れとの関係維持を尊重して共同監護を命じる場合がある☞親の合意形成へ。 

・ 無断転居の制限： 別居親による子の監護および面会交流を阻害しないために、

同居親は転居前に別居親へ通知し、同意を得るか養育計画を作成し直す。 

・ 情報発信の充実： 各州、各自治体、各裁判所はウェブサイトを通して、養育計

画書の案内・見本・作成援助、ファシリテーターによる家族問題に関する法手続

案内、親教育の受講義務、メディエーション案内、コンピューターによる養育費

計算、DV 等各種裁判手続の案内、不履行時の手続、州法等を発信している。 

・ 民間支援の充実： 専門職である離婚カウンセラー、臨床心理士、精神保健医、

エヴァリュエーター、親教育者、養育コーディネーター、メディエーター、弁護

士、面会交流機関等が支援する。コンピューターによる養育計画書作成支援、両

親間の情報交換ツールが発達している。 

・ 研究の充実： 法学研究、社会科学研究、心理学・行動科学・精神医学等による

研究・調査、脳科学の研究・調査、裁判の指針、各種団体・学界による指針が発

表されている。 

 

3. 高葛藤事案に対して 

①紛争性の程度 

紛争性のない離婚50％、争いはあったが解決30％、メディエーションで解決10％、

調査後解決 5.2％、裁判中解決 2.2％、裁判官による判決 1.5％ 

 

②高葛藤の場合 

・ DV、親密圏の暴力： シェルターへ避難する。裁判所で緊急保護命令を得て、

子の監護権、養育費・生活費・治療費支払い命令を得る。 

離婚時の養育計画書作成は相手方と協議せず、各自裁判所に提出する。 

・ PA（片親疎外）： 裁判所での認定が困難。DV 加害者のでっち上げと非難され

る。PA に対して監護権変更を申し立てる場合がある。 

 

③高葛藤への対処 
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・ DV 教育： 裁判官、法律家、弁護士、エヴァリュエーター、DV 保護施設職員、

法学生等への DV 教育を州法で義務づけている。 

・ DV 加害者への監護権付与制限： DV 加害者への監護権付与は子の最善の利益

とはならないと推定する州法が広がっている。 

・ 医的介入： DV・虐待加害者は DV・虐待治療終了まで面会交流の制限。PA に

対する治療的介入、引き離された親子の再統合。 

・ 第三者による支援： 虐待加害者と子の面会交流に対して第三者機関の監視、送

迎。 

・ 履行義務違反に対する法的措置： メディエーション、養育計画の再構成、裁判

所侮辱、損害賠償、監護権変更。 

・ 子どもの代理人： 親が直接子に父母の選択をさせることは子の利益にならな

いとされ、精神科医等による子の調査、裁判官室でのヒアリングにより子の意思

の調査が行われる。弁護士は子の意思または子の利益を代理して、裁判所で主張

を行う。 

 

4. 意見が対立した場合の調整方法や解決の実情 

・ 事前準備： 養育計画書に、意見が対立した場合の解決方法を取り決める。 

・ 養育計画書再作成の支援： 各自治体が提供するガイダンス、子の年齢別・両親

宅の距離別等の計画案、養育計画書コーディネーター、アドバイザー、マネジャ

ー等による支援。弁護士、メディエーション等の第三者による仲介。 

・ DV がある場合： 養育計画書作成は協議せず、個別に記入して裁判所へ提出す

る。 


